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さいたま市告示第１５７３号 

さいたま市の発注する「産業道路天沼２工区事業用地舗装工事（Ｒ３）」ほか４件の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和３年１０月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び監

理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の
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うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし
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た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 
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(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０３－４３５９－２１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 産業道路天沼２工区事業用地舗装工事（Ｒ３）

工事場所 さいたま市大宮区天沼町１丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年２月２８日まで

概要 概算数量発注方式による発注 事業用地舗装工 道路土工一式 舗装工 上層路

盤（RC-40、t＝10cm）1960 ㎡ 表層工（透水性アスファルト、t＝4cm）1960 ㎡ 

付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後２時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－６４６－３２１２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４３６５－８１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道４０２１９号線外）

工事場所 さいたま市大宮区三橋４丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 240m 幅員 6.1m～6.9m 舗装工【夜間】 

路面切削工（平均切削厚 5cm）13 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 12cm、再

生粗粒度 As-20、t＝7cm）1590 ㎡ 表層（再生密粒度 As-20、t＝5cm）1610 ㎡ 

付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後３時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４４８７－４７

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 芝川第１４処理分区下水道工事（南建－Ｒ３－１０１０）

工事場所 さいたま市緑区原山１丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年２月２５日まで

概要 延長 131m 管きょ工 開削（φ200 ㎜、硬質塩ビ管）128.3m マンホール工 組

立楕円マンホール 3 箇所 組立１号マンホール 1 箇所 取付管工 取付管 6 箇所 

付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後３時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４４５６－３６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 ゾーン３０対策工事（浦和区針ヶ谷４丁目外地区）

工事場所 さいたま市浦和区針ヶ谷４丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１８日まで

概要 区画線工 区画線設置 実線 （白 15 ㎝）7270m （白 45 ㎝）49m 破線 （白

30 ㎝）139m （白 45 ㎝）3m 矢印・記号・文字 （白 15 ㎝換算）1170m （黄

15 ㎝換算）67m 溶融式 緑色 766 ㎡ 区画線消去 削取り式 5068m 薄層カラ

ー舗装 赤 14 ㎡ 付帯工 ラバーポール 22 箇所 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後３時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 塗装工事業  

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課

電話 ０４８－８４０－６２０５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４４５６－３５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 ゾーン３０対策工事（緑区松木３丁目外地区）

工事場所 さいたま市緑区松木３丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年２月２８日まで

概要 区画線工 区画線設置 実線 （白 15 ㎝）7590m （白 45 ㎝）4m 破線 （白

30 ㎝）62m （白 45 ㎝）2m 矢印・記号・文字 （白 15 ㎝換算）830m （黄 15

㎝換算）12m 溶融式 緑色 756 ㎡ 区画線消去 削取り式 305m   

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後３時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 塗装工事業  

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課

電話 ０４８－８４０－６２０６

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５７４号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（Ｒ３市道Ｌ－１１１６号線）」の特別簡易型総合評価方式

一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和３年１０月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、

５に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

られた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
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る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、

監理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、新た

な第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなければ、

その者を新たに落札候補者とする。 
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(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の
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翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

９ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 
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(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１０ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１１ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０３－４４６５－３１

入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）

参加形態 単体企業

工事名 道路修繕工事（Ｒ３市道Ｌ－１１１６号線）

工事場所 さいたま市緑区芝原２丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 260.0m 幅員 6.9～14.0m 舗装工 舗装打替え工一式 薄層オーバーレイ

（t＝3 ㎝）2070 ㎡ アスファルト舗装補修工一式 排水構造物工 集水桝鉄蓋

かさ上げ工 27 枚 道路清掃工一式 除草工一式 区画線工一式 付帯工一式 

交通管理工一式  

予定価格（税込） 事後公表

調査基準価格 設定する（失格基準有）

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後４時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（Ｒ３市道Ｌ－１１１６号線））.pdf」ファイルを参照すること。

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課

電話 ０４８－８４０－６２２４

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第１５７５号

さいたま市の発注する「岩槻区大橋第一用水路改修工事」ほか２件の一般競争入札について、次の

とおり公告する。 

令和３年１０月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、

監理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の
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うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。

）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして

取扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金
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額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成

２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定

）の定めるところによる。 
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別表

対象工事 ア 岩槻区大橋第一用水路改修工事 

イ スマイルロード整備工事（Ｒ３市道４０５３３号線） 

ウ 西区湯木町地区用水路整備工事（荒１３３・荒１３４） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とする。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４６５６－８

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 岩槻区大橋第一用水路改修工事

工事場所 さいたま市岩槻区大字谷下地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 441.2m 土工 168.0   コンクリート工 217.0   鉄筋工 8.635t 

予定価格（税込） ２２，８１４，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後２時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 

電話 ０４８－８２９－１３７９

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４３６５－７８

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道４０５３３号線）

工事場所 さいたま市西区大字島根地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 140.0m 幅員 4.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ形側溝（300×

300）207m Ｌ型長尺Ｕ形側溝 （300×300）15m （300×400）20m （300×

600）10m （300×700）25m 角形集水桝（□500×深 550）4 基 塩ビ管（VUφ

150）2m 舗装工 下層路盤（RC-40、t＝15cm）112 ㎡ 上層路盤（M-30、t＝

10cm）112 ㎡ 表層（再生密粒度 As、t＝5cm）408 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後２時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４６５６－９

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 西区湯木町地区用水路整備工事（荒１３３・荒１３４）

工事場所 さいたま市西区湯木町２丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 506.4m 土工一式 水路工 501m 舗装工 61 ㎡ 撤去工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後２時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

イの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 

電話 ０４８－８２９－１３７９

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５７６号

さいたま市の発注する「鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－Ｒ３－１００３）」ほか２件の一

般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和３年１０月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、

監理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の
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うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。

）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして

取扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金
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額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成

２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定

）の定めるところによる。 
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別表

対象工事 ア 鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－Ｒ３－１００３） 

イ スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１０３３号線） 

ウ 岩槻区野孫地区用水路整備工事（末田２０６） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とする。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 
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契約整理番号 ０３－４３８７－４６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 鴨川第１４処理分区下水道工事（北建－Ｒ３－１００３）

工事場所 さいたま市西区大字指扇地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 167.0m 管きょ工 開削（φ200mm、硬質塩ビ管）167.0m マンホール工 

組立 1 号マンホール 3 箇所 組立楕円マンホール 4 箇所 取付管工 取付管 6 箇

所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課

電話 ０４８－６４６－３２６２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４３６５－８０

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１１０３３号線）

工事場所 さいたま市見沼区東大宮５丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 92.0m 幅員 6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ字溝（300×300）

158m 横断暗渠（300×240）9m 集水桝（□500×深 550）3 基 舗装工 下層路

盤（RC-40、t＝26cm）53 ㎡ 上層路盤（C-30、t＝14cm）53 ㎡ 表層（透水性

As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）488 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後２時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４６５６－１０

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 岩槻区野孫地区用水路整備工事（末田２０６）

工事場所 さいたま市岩槻区大字野孫地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 216m 土工一式 水路工 216m 撤去工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後２時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 

電話 ０４８－８２９－１３７９

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第１５７７号 

さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１０８４２号線）」ほか２件の一般競

争入札について、次のとおり公告する。 

令和３年１０月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）を利用して行う入札のため、シ

ステムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。（ただ

し、参加申請時において、電子証明書の取得手続き中の場合は紙による入札参加を認める。）  

なお、入札に参加しようとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参

加申請受付期間に、競争参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成
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績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び監

理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
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事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4)  開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書
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比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお
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いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 令和３年１０月１８日

財政局契約管理部契約課

さいたま市発注の予定価格１千万円未満の建設工事の中から、施工実績を

緩和する一般競争入札を実施します。 

※ 以下の公告により実施いたします。

内 容

１ 対象工事  

予定価格 1 千万円未満の舗装工事

２ 対象件数 

北部建設事務所２件

南部建設事務所１件

目 的

市内業者の育成を目的とし、受注意欲の高い建設

業者が入札に参加可能な一般競争入札を実施するこ

とにより、公平性・透明性・競争性の更なる向上を

図るため。

一般競争入札（参加拡大）の試行実施について
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契約整理番号 ０３－４３６５－７９

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１０８４２号線）

工事場所 さいたま市北区吉野町２丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 203.1m 幅員 4.8～5.1m 舗装工 表層（再

生密粒度 As-20、t＝5cm）1140 ㎡ 不陸整正（RM-40、平均厚 t＝4cm）1140 ㎡ 

撤去工 舗装版破砕（t＝5cm）1140 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後３時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 －

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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契約整理番号 ０３－４３６８－２２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 植田谷本地内排水路舗装工事（北河Ｒ３）

工事場所 さいたま市西区大字植田谷本地内

履行期間 契約確定の日から令和４年２月２８日まで

概要 延長 182.1m 舗装工 表層 867 ㎡ 路盤工 867 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後３時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 －

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課

電話 ０４８－６４６－３２３１

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４４６５－３０

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 道路修繕工事（Ｒ３市道Ｐ－５５８号線）

工事場所 さいたま市緑区美園５丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月４日まで

概要 概算数量発注方式による発注 道路修繕工 道路土工一式 掘削工 170   残土

処理工 160   舗装工一式 下層路盤 480 ㎡ 上層路盤 480 ㎡ 基層 480 ㎡ 表

層 480 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式  

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１０月２６日（火）午前９時から

令和３年１０月２８日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１０月２９日（金）午前９時から

令和３年１１月 １日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月２日（火）午後４時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級  

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月１８日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月１８日（月）午前９時から

令和３年１０月２５日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１０月２８日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 －

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課

電話 ０４８－８４０－６２２４

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５７８号

地方自治法施行令第１５８条第１項の規定により、２０２２年版（令和４年版）市民手帳の有償頒

布業務の代金収納事務を委託したので、さいたま市会計規則第３７条第２項の規定により告示する。

令和３年１０月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人  

１ 受託者

所在地 さいたま市大宮区宮町１丁目１８番地

 名 称 株式会社押田謙文堂 本店

所在地 さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 浦和パルコ５階 

名 称 株式会社紀伊國屋書店 浦和パルコ店 

 所在地 さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６７－２ コクーンシティ コクーン１ １階

 名 称 株式会社紀伊國屋書店 さいたま新都心店

所在地 さいたま市大宮区桜木町１丁目６番地２ そごう大宮店 ８階 

名 称 株式会社三省堂書店 大宮店 

  所在地 さいたま市中央区上落合２丁目３番５号 アルーサＢ館

  名 称 株式会社書楽

所在地 さいたま市浦和区仲町２丁目３番２０号

 名 称 株式会社須原屋 本店

所在地 さいたま市浦和区高砂１丁目１２番１号 ＣＯＲＳＯ ４階

 名 称 株式会社須原屋 コルソ店

所在地 さいたま市南区別所７丁目６番８－２０９号

 名 称 株式会社須原屋 武蔵浦和店

所在地 さいたま市南区別所７丁目１２番１号 

 名 称 株式会社須原屋 ビーンズ武蔵浦和店

所在地 さいたま市見沼区島町３９３番地 ハレノテラスＤ棟

  名 称 株式会社精文館書店 ＴＳＵＴＡＹＡハレノテラス東大宮店

 所在地 さいたま市大宮区錦町６３０番地 JR 東日本 大宮駅構内

 名 称 株式会社リブロプラス リブロ ecute 大宮店

２ 委託事務

「２０２２年版（令和４年版）市民手帳」の頒布に係る売払代金の収納事務

３ 委託期間

令和３年１１月１日から令和３年１２月３１日まで

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所市民局市民生活部市民生活安全課総務係

 電話 ０４８（８２９）１２１４



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５７９号 

市道路線認定に関する告示 

道路法（昭和 27 年法律第 180号）第８条第１項の規定に基づき、次のように市道の路線を認定したの

で、同法第９条の規定により告示する。 

 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区、大宮区及び岩槻区はさいたま市建設局北部建設事

務所土木管理課において、桜区、浦和区、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理

課において一般の縦覧に供する。 

令和３年１０月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 道路の種類 市道 

整理番号 路線名 起点終点 重要な経過地 

１ Ｂ第５４２号線

さいたま市桜区道場一丁目 79 番 43 地先 

さいたま市桜区道場一丁目 79 番 39 地先

２ Ｆ第５１７号線

さいたま市南区文蔵三丁目 146 番 3 地先 

さいたま市南区文蔵三丁目 149 番 15 地先

３ Ｇ第５７４号線

さいたま市浦和区上木崎六丁目 491 番 4 地先 

さいたま市浦和区上木崎六丁目 491 番 18 地先

４ Ｌ第１３６２号線

さいたま市緑区大字中尾字駒形 1326 番 3 地先 

さいたま市緑区大字中尾字駒形 1328 番 4 地先

５ ３２９６３号線

さいたま市大宮区三橋一丁目 594 番 7 地先 

さいたま市大宮区三橋一丁目 594 番 12 地先

６ ４１７０９号線

さいたま市西区大字土屋字上新田 1715 番 25 地先 

さいたま市西区大字土屋字上新田 1715 番 20 地先

７ ４１７１０号線

さいたま市西区大字水判土字高田 229 番 3 地先 

さいたま市西区大字水判土字高田 198 番 17 地先

８ ５ ３ ６ ０ 号 線

さいたま市岩槻区大字大野島字構ﾉ内 241 番 4 地先 

さいたま市岩槻区大字大野島字構ﾉ内 241 番 3 地先



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５８０号

市道路線廃止に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を次のように廃止し

たので、同条第３項の規定において準用する、同法第９条の規定により告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、さいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一

般の縦覧に供する。

令和３年１０月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 道路の種類 市道

整理番号 路線名 起点終点 重要な経過地 

１ Ｌ 第 ４ ５ ７ 号 線

さいたま市緑区大字中尾字駒形 1329 番地先 

さいたま市緑区大字中尾字駒形 1325 番地先 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５８１号

道路の区域の決定に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように市道の区域を決定し

たので告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区、大宮区及び岩槻区はさいたま市建設局北部建設事

務所土木管理課において、桜区、浦和区、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年１０月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 道路の種類 市道

路線名 区間 幅員(ｍ) 延長(ｍ) 

Ｂ第５４２号線

さいたま市桜区道場一丁目 79 番 43 地先 

さいたま市桜区道場一丁目 79 番 39 地先

4.00 77.87 

Ｆ第５１７号線

さいたま市南区文蔵三丁目 146 番 3 地先 

さいたま市南区文蔵三丁目 149 番 15 地先

4.00 65.43 

Ｇ第５７４号線

さいたま市浦和区上木崎六丁目 491 番 4 地先 

さいたま市浦和区上木崎六丁目 491 番 18 地先

4.00 55.90 

Ｌ第１３６２号線

さいたま市緑区大字中尾字駒形 1326 番 3 地先 

さいたま市緑区大字中尾字駒形 1328 番 4 地先

4.00 

～ 

4.20 

90.28 

３２９６３号線

さいたま市大宮区三橋一丁目 594 番 7 地先 

さいたま市大宮区三橋一丁目 594 番 12 地先

4.00 76.34 

４１７０９号線

さいたま市西区大字土屋字上新田 1715 番 25 地先 

さいたま市西区大字土屋字上新田 1715 番 20 地先

5.00 77.07 

４１７１０号線

さいたま市西区大字水判土字高田 229 番 3 地先 

さいたま市西区大字水判土字高田 198 番 17 地先

4.20 64.75 

５ ３ ６ ０ 号 線

さいたま市岩槻区大字大野島字構ﾉ内 241 番 4 地先 

さいたま市岩槻区大字大野島字構ﾉ内 241 番 3 地先

4.00 48.70 
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さいたま市告示第１５８２号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更し

たので告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、見沼区及び岩槻区はさいたま市建設局北部建設事務所土

木管理課において、桜区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。

令和３年１０月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 道路の種類 県道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

さいたま幸手線

さいたま市見沼区大字東新井 22 番 1 地先 

さいたま市見沼区大字東新井 274 番 4 地先 

前 

8.75 

～ 

10.68 

218.46 

さいたま市見沼区大字東新井 22 番 1 地先 

さいたま市見沼区大字東新井 274 番 4 地先 

後 

13.29 

～ 

17.45 

218.46 

新方須賀さいたま線

さいたま市見沼区大字東新井 99 番 2 地先 

さいたま市見沼区大字東新井 6 番 1 地先 

前 

9.17 

～ 

26.58 

192.09 

さいたま市見沼区大字東新井 99 番 2 地先 

さいたま市見沼区大字東新井 6 番 1 地先 

後 

16.95 

～ 

29.30 

192.09 

蒲 生 岩 槻 線

さいたま市岩槻区大字笹久保字久保９５３番１地先 

さいたま市岩槻区大字笹久保字久保９５２番１地先 

前 

8.80 

～ 

9.46 

30.95 

さいたま市岩槻区大字笹久保字久保９５３番１地先 

さいたま市岩槻区大字笹久保字久保９５２番１地先 

後 

10.03 

～ 

10.50 

30.95 

２ 道路の種類 市道

路 線 名
区間 変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

Ｂ第１１２号線

さいたま市桜区大字下大久保字本村 688 番 4 地先 

さいたま市桜区大字下大久保字本村 685 番 1 地先 

前 

0.90 

～ 

1.80 

21.17 

さいたま市桜区大字下大久保字本村 688 番 4 地先 

さいたま市桜区大字下大久保字本村 685 番 1 地先 

後 

1.23 

～ 

1.80 

18.26 
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さいたま市告示第１５８３号

道路の供用開始に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始す

るので告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区、大宮区、見沼区及び岩槻区はさいたま市建設局北

部建設事務所土木管理課において、桜区、浦和区、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所

土木管理課において一般の縦覧に供する。

令和３年１０月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 道路の種類 国道

路線名 区間 供用開始年月日 

１ ２ ２ 号 

さいたま市岩槻区大字箕輪字東 72 番 1 

さいたま市岩槻区大字岩槻字西原三 5113 番 1 

令和 3 年 10 月 19 日 

２ 道路の種類 県道

路線名 区間 供用開始年月日 

さ い た ま 幸 手 線 

さいたま市見沼区大字東新井 22 番 1 地先 

さいたま市見沼区大字東新井 274 番 4 地先 

令和 3 年 10 月 19 日 

新方須賀さいたま線 

さいたま市見沼区大字東新井 99 番 2 地先 

さいたま市見沼区大字東新井 6 番 1 地先 

令和 3 年 10 月 19 日 

３ 道路の種類 市道

路線名 区間 供用開始年月日 

Ｂ 第 １ １ ２ 号 線 

さいたま市桜区大字下大久保字本村 688 番 4 地先 

さいたま市桜区大字下大久保字本村 685 番 1 地先 

令和 3 年 10 月 19 日 

Ｂ 第 ５ ４ ２ 号 線 

さいたま市桜区道場一丁目 79 番 43 地先 

さいたま市桜区道場一丁目 79 番 39 地先

令和 3 年 10 月 19 日 

Ｆ 第 ５ １ ７ 号 線 

さいたま市南区文蔵三丁目 146 番 3 地先 

さいたま市南区文蔵三丁目 149 番 15 地先

令和 3 年 10 月 19 日 

Ｇ 第 ５ ７ ４ 号 線 

さいたま市浦和区上木崎六丁目 491 番 4 地先 

さいたま市浦和区上木崎六丁目 491 番 18 地先
令和 3 年 10 月 19 日 

Ｌ第１３６２号線

さいたま市緑区大字中尾字駒形 1326 番 3 地先 

さいたま市緑区大字中尾字駒形 1328 番 4 地先
令和 3 年 10 月 19 日 

３ ２ ９ ６ ３ 号 線

さいたま市大宮区三橋一丁目 594 番 7 地先 

さいたま市大宮区三橋一丁目 594 番 12 地先
令和 3 年 10 月 19 日 
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４ １ ７ ０ ９ 号 線

さいたま市西区大字土屋字上新田 1715 番 25 地先 

さいたま市西区大字土屋字上新田 1715 番 20 地先

令和 3 年 10 月 19 日 

４ １ ７ １ ０ 号 線

さいたま市西区大字水判土字高田 229 番 3 地先 

さいたま市西区大字水判土字高田 198 番 17 地先
令和 3 年 10 月 19 日 

５ ３ ６ ０ 号 線 

さいたま市岩槻区大字大野島字構ﾉ内 241 番 4 地先 

さいたま市岩槻区大字大野島字構ﾉ内 241 番 3 地先

令和 3 年 10 月 19 日 
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さいたま市告示第１５８４号

令和３年１１月１４日に実施するさいたま都市計画与野駅西口土地区画整理審議会委員選挙の選挙人

名簿について、令和３年９月２１日から同年１０月４日まで公衆の縦覧に供したところ、土地区画整理法

施行令（昭和３０年政令第４７号）第２１条第３項の規定に基づく異議の申出がなかったので、同令第２

２条第１項の規定により公告するとともに、この選挙において選挙すべき委員の数を次のとおり定めたの

で、同令第２２条第４項の規定に基づき公告する。

令和３年１０月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 選挙すべき委員の数

 宅地所有者が選挙すべき委員の数 ７人

 借地権者が選挙すべき委員の数  １人
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さいたま市告示第１５８５号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市西区大字西遊馬字上サ１５２６番１、１５２６番３、１５２６番４、

１５２６番５、１５２６番６、１５２６番７、１５２６番８、１５２６番９、

１５２６番１０、１５２６番１１、１５２６番１２

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 東京都西東京市芝久保町４丁目２６番３号

株式会社 東栄住宅 代表取締役 佐藤 千尋

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 ８ 月 １ ６ 日

第開‐Ｎ２０２１０６９号

４ 検査済証番号

令和３年１０月１５日

第完‐Ｎ２０２１０６９号
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さいたま市告示第１５８６号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定による道路の指定をしたの

で、次のとおり告示する。

令和３年１０月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定を受けた者 

 事業名 ①さいたま都市計画事業大門下野田特定土地区画整理事業 

        ②さいたま都市計画事業大門上・下野田特定土地区画整理事業 

 施行者 さいたま市 

２ 指定した道路の概要 

 ①名称 区５－１号線 

②幅員 ５ｍ 

③延長 ３１．１８ｍ

 ①名称 区６－１４号線 

②幅員 ６ｍ（整備幅員３．４～３．８ｍ） 

③延長 ４８．１５ｍ

 ①名称 区６－４３号線 

②幅員 ６ｍ（整備幅員２．２～２．６ｍ） 

③延長 ４８．１５ｍ

３ 道路の指定場所

・ 次の表のとおり

土地の表示

区名 大字・町名 字・丁目 地番

緑区 下野田 宿畑 ６５番１ 一部

緑区 下野田 宿畑 ６５番２ 一部

緑区 下野田 宿畑 ６６番１ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２３番２ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２４番３ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２４番４ 全部

緑区 下野田 宿畑 １２５番１ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２５番２ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２５番３ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２５番４ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２５番５ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２６番１ 一部

緑区 下野田 宿畑 １２７番２ 一部
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緑区 下野田 宿畑 １２７番３ 一部

緑区 下野田 宿畑 ４１番２ 一部

緑区 下野田 宿畑 ４２番 一部

緑区 下野田 宿畑 ４３番 一部
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さいたま市告示第１５８７号 

令和３年度北区市民活動ネットワーク活動支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和３年１０月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

令和３年度北区市民活動ネットワーク活動支援業務 

 履行場所 

さいたま市北区役所 外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和３年１１月８日から令和４年１月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に

業務「計画策定」のうち、受注希望業務「その他の計画策定」として登載されている者。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去２年の間に国（独立行政法人を含む）若しくは地方公共団体と同種の契約を締結している

者であり、かつ、誠実に履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書等を交付するものとする。 

 交付期間 

告示の日から令和３年１０月２６日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時

から午後４時まで） 

 交付場所 

さいたま市北区宮原町１－８５２－１ さいたま市北区役所２階 コミュニティ課 
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担当 岡村・宮崎 電話 ０４８（６６９）６０２０ 

 交付費用 

無償 

 その他 

電子メールによる交付を希望する者は、 の期間内に の電話番号に連絡すること。

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

受付場所に持参又は電子メールにより送信。但し、電子メールにより送信したときは、電話に

よる到達確認を行うこと。 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付日時 

令和３年１０月２８日（木）午前９時から午後４時まで 

 交付場所 

３ に同じ

 その他 

郵送希望者については、返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるもの

とする。 

６ 入札手続等 

入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月２日（火）午前１０時００分 

イ 場所 
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さいたま市北区宮原町１－８５２－１ さいたま市北区役所３階 H 会議室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月２日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市北区宮原町１－８５２－１ 

さいたま市北区役所区民生活部コミュニティ課 

電話 ０４８（６６９）６０２０ ＦＡＸ ０４８（６６９）６１６１ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

   否 

８ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等の不明を理由として、異議を申し立てること

はできない。 

 契約条項等は、さいたま市北区役所区民生活部コミュニティ課及びホームページにおいて閲覧

できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１５８８号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月１９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市南区鹿手袋五丁目３３４番１、３３４番２、３３４番３

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

 令和３年１０月５日

 第 変‐Ｓ２０２００７７ 号

４ 検査済証番号

 令和３年１０月１８日

 第 完‐Ｓ２０２００７７ 号
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さいたま市告示第１５８９号 

さいたま市総合療育センターひまわり学園療育補助システム賃貸借について、次のとおり一般競争

入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年１０月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市総合療育センターひまわり学園療育補助システム賃貸借 

 借入場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市総合療育センターひまわり学園 

さいたま市桜区田島２－１６－２ 療育センターさくら草 

 数量・特質等 

仕様書による。 

 賃貸借期間 

令和４年２月１日から令和７年１月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等） 

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リースその他」で登載されていること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園 

総務課 担当 管理係 関 電話 ０４８（６２２）１２１１ 

 交付期間 

告示の日から令和３年１１月４日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで） 
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 交付費用 

無料 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

ウ 返信用封筒（８４円切手を貼付） 

 受付場所 

３ に同じ

 受付期間 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付方法 

   全て郵送とする。 

 交付日時 

令和３年１１月９日（火）までに交付するものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。 

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月あたりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月１５日（月）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市総合療育センターひまわり学園２階会議室 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月１５日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格を持って有効な入札を行ったものを落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園 

総務課 電話 ０４８（６２２）１２１１ 

８ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

９ その他 

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

 契約条項は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課及びホームページ

において閲覧できる。 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９０号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和３年１０月１９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 東京都杉並区西荻北二丁目１番１１号

 氏名 株式会社三栄建築設計 代表取締役 小池 信三

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市桜区西堀五丁目１１８９番６、１１８９番７、１１８９番８、

        市道 C－１０１号線併設水路の一部

 指定の年月日 令和３年１０月１９日

 指定の番号 第南２１－０２２号

 道路の幅員 ４．００ｍ

 道路の延長 ３７．８３ｍ



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９１号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年１０月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

・市県民税 督促状

・固定資産税・都市計画税 督促状

・軽自動車税 督促状

・国民健康保険税 督促状

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。

 公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課

 電話 ０４８（８２９）１７３２～１７３４



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９２号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年１０月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

・ 交付要求通知書

・ 納期限変更告知書

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。

 公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課

 電話 ０４８（８２９）１７３２～１７３４



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９３号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市見沼区大字南中丸字山崎９４８番１、９４９番１、９４９番３、９５０番１

（第２工区・全工区）

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略） 

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ５ 日

第変－Ｎ２０２０１４３号

４ 検査済証番号

令和３年１０月１９日

第完２Ｎ２０２０１４３号



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９４号 

さいたま市水道局告示第１３４号

さいたま市及びさいたま市水道局が発注する建設工事の請負（以下「建設工事」という。）、設

計、調査及び測量の業務の委託（以下「設計・調査・測量」という。）、道路、河川、苑地及び下水

道の維持管理業務の委託（以下「土木施設維持管理」という。）、物品の製造の請負、買入れ、借入

れ、修理及び不用品の買受等（以下「物品納入等」という。）及び建物管理等役務の提供に関する業

務の委託（以下「業務委託」という。）の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入

札」という。）に参加する者に必要な資格及びその申請方法等を定めた告示（令和２年８月５日さい

たま市告示第１１８３号及びさいたま市水道局告示第９１号）１７の規定に基づき追加の資格審査を

実施するので、次のとおり公示する。 

令和３年１０月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明 

１ 資格審査申請の受付 

 受付期間  

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

(ア) 新規：令和３年１２月１日から令和３年１２月１７日まで 

(イ) 追加：令和３年１２月１日から令和３年１２月２４日まで

イ 物品納入等及び業務委託 

令和３年１１月２９日から令和３年１２月１０日まで 

 受付方法 

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

郵送による申請（持参不可）。各受付期間最終日の消印有効 

イ 物品納入等及び業務委託 

郵送による申請（持参不可）。令和３年１２月１０日消印有効 

 郵送先 

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 埼玉県総務部入札審査課審査担

当（工事） 

イ 物品納入等及び業務委託 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約

課 

 その他 

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

令和３・４年度建設工事請負等競争入札参加資格審査申請の手引第３回追加申請用による。 

イ 物品納入等及び業務委託 

令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査申請の手引第２回追加申請用による。 

２ 競争入札参加資格の有効期間 

令和４年３月１日から令和５年３月３１日まで 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９５号 

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第３８条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、さいたま都市計画大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業の事業計画の

変更について認可したので、次のとおり公告する。 

令和３年１０月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 組合の名称 

 大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発組合 

２ 事業施行期間 

 事業認可公告の日から令和５年３月まで 

３ 施行地区 

さいたま市大宮区大門町二丁目３２番１、３２番２、３２番３、３２番４、３３番２、３３番３、

３４番２、３４番３、３６番、３７番１、３７番２、３７番３、３７番４、３７番５、３７番６、

３８番、３９番１、４０番、４１番、４２番１、４２番２、４３番１、４３番２、４３番３、 

４３番４、４３番５、４３番６、４３番７、４３番８、４３番９、４３番１０、４３番１１、 

４３番１２、４３番１３、４３番１４、４３番１５、４４番１、４４番２、４５番１、４５番２、 

４６番１、４７番３、４７番４、４８番１、４８番２、４８番３、４８番４、４８番５、４８番６、 

４９番１、４９番２、４９番３、４９番４、４９番５、４９番６、５０番、５１番、５２番、 

５３番、５４番１、５４番２、５４番３、５４番４、５４番５、５４番６、５５番１、５５番２、

５５番３、５５番４、５５番５、５５番６、５５番７、５５番８、５５番９、５６番１、５６番２、

５６番３、５７番１、５７番２、５７番３、５７番４、５７番５、５７番６、５７番７、５７番８、

５８番、５９番、６０番、６１番、６２番、６３番、６４番、６５番、６６番１、６６番２、 

６７番１、６７番２、６８番、６９番、７０番、７１番、７２番、７３番、７４番、７５番、 

７６番、７７番１、７７番２、７７番３、７７番４、７７番５、７８番の一部 

さいたま市大宮区大門町三丁目４１番の一部、９２番の一部 

４ 事務所の所在地 

さいたま市大宮区大門町二丁目２６番地 

５ 設立認可の年月日 

 平成２７年３月２３日 

６ 事業計画の変更の認可の年月日 

 令和３年１０月２０日 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９６号

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年１０月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

・ 市県民税（普通徴収） 督促状

・ 市県民税（特別徴収） 督促状

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

（省略）

３ その他

(1) 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付す

る。

(2) 公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

(1) 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課

(2) 電話 ０４８（６４６）３０４３



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９７号 

住所変更の手引き等 印字・封入封緘業務（さいたま市風渡野南地区）について、次のとおり一般

競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１

６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１０月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

住所変更の手引き等 印字・封入封緘業務（さいたま市風渡野南地区）

 履行場所

受託者事務所 外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

契約締結日から令和４年１月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に

業務分類名「封入封緘」で登載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者。

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者。

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 さいたま市内に本店、支店又は営業所を設置していること。

 富士通㈱の独自形式である List works に対応できること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 斉藤、山本、井上 電話 ０４８（８２９）１８３３ 

 交付期間

告示の日から令和３年１１月４日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

 交付費用

無償

 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

 その他

郵送又は電子メールによる交付を希望する者は の期間内に の電話番号に連絡すること。

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」

という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日にお

いて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参又は郵送

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年１１月４日（木）必着

  イ 送付先

    〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

全て郵送とする。

 交付日

令和３年１１月１１日（木）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

令和３年１１月２２日（月）１０時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟第６会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１１月２２日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

設定しない。

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

電話 ０４８（８２９）１８３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９８号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年１０月２６日までに

返還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和３年１０月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

１０月

２０日
猫 北区本郷町 雑種 メス キジ白 8~12歳 有

唐草模様シュシュ、鈴付

負傷動物

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１５９９号

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第１９条第４項の規定により、さいたま都市計画大宮駅

東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を、下記

のとおり公衆の縦覧に供する。

令和３年１０月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 縦覧場所

さいたま市都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所

２ 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま

市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日を除く。）



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６００号 

 令和３年さいたま市議会９月定例会において議決された次の補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定により、別紙のとおり（別紙省略）公表する。 

令和３年１０月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 令和３年度さいたま市一般会計補正予算（第８号）

２ 令和３年度さいたま市一般会計補正予算（第９号）

３ 令和３年度さいたま市国民健康事業特別会計補正予算（第２号）

４ 令和３年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

５ 令和３年度さいたま市病院事業会計補正予算（第１号）



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６０１号

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。

令和３年１０月２２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保管理由

 さいたま市自転車等放置防止条例

２ 保管開始年月日

 令和３年１０月１５日

３ 保管場所及び放置箇所

 新開自転車保管所

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域

 吉野原自転車保管所

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車

 大戸自転車保管所

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域

 岩槻自転車保管所

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域

４ 保管自転車

   別紙のとおり

５ 保管台数

計 １１２台

６ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所

 電話 ０４８（６５２）８８１２



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/10/11 南浦和駅東口 赤羽F-32569 B4E65334            

2021/10/11 南浦和駅東口 不明 S0WA09179           

2021/10/11 南浦和駅東口 埼玉県警14-4151375 A14AA07035          

2021/10/11 南浦和駅東口 埼玉県警21-213330683 A21AB42570          

2021/10/11 南浦和駅西口 不明 ACG20K065104        

2021/10/11 南浦和駅西口 埼玉県警15-5518184 SPG108642           

2021/10/11 南浦和駅西口 埼玉県警17-7405402 A17AB61702          

2021/10/11 南浦和駅西口 埼玉県警18-8165703 A17AK82507          

2021/10/11 南浦和駅西口 埼玉県警18-8277212 SSC308734           

2021/10/11 南浦和駅西口 埼玉県警14-4392075 B4D04984            

2021/10/11 南浦和駅西口 不明 WBK067389N          

2021/10/11 武蔵浦和駅 埼玉県警19-195413894 A19AI 19127          

2021/10/11 武蔵浦和駅 埼玉県警21-212771180 K36K07385           

2021/10/12 東浦和駅 埼玉県警18-8468760 C80V2294            

2021/10/12 南浦和駅東口 埼玉県警20-204699461 SD19127299          

2021/10/12 南浦和駅西口 埼玉県警12-2512137 ZP12J49827          

2021/10/12 武蔵浦和駅 埼玉県警21-212239780 A20AI 90340          

2021/10/14 南浦和駅東口 埼玉県警18-8273711 STNLA23000          

2021/10/14 南浦和駅西口 埼玉県警19-191814479 A18AL42271          

2021/10/14 南浦和駅西口 埼玉県警20-204399085 B5J06343            

2021/10/14 南浦和駅西口 埼玉県警21-213994034 SS19122157          

2021/10/14 南浦和駅西口 埼玉県警20-201171415 MD18126708          

2021/10/14 南浦和駅西口 埼玉県警21-210144200 SNUI 01241           

2021/10/14 南浦和駅西口 赤羽F-59693 63C7544             

2021/10/14 南浦和駅西口 埼玉県警19-191998022 SSL023306           

2021/10/14 武蔵浦和駅 埼玉県警13-3343602 A13AF55911          

2021/10/18 1/6 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/10/14 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5570581 H5H71354            

2021/10/14 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6336990 S9K03181            

2021/10/14 武蔵浦和駅 埼玉県警19-192665299 WBK948410L          

2021/10/14 西浦和駅 埼玉県警19-194099436 STQFA01873          

2021/10/15 南浦和駅東口 埼玉県警13-3564305 G130705923          

2021/10/15 南浦和駅西口 埼玉県警18-8208314 SSA304916           

2021/10/15 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8459892 V180714446          

2021/10/15 武蔵浦和駅 不明 A800580210          

2021/10/18 2/6 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/10/11 大宮駅東口 埼玉県警19-193383980 A18AL53026          

2021/10/11 大宮駅東口 埼玉県警18-8222194 SSC004703           

2021/10/11 大宮駅東口 埼玉県警21-213502689 F21317722           

2021/10/11 大宮駅東口 埼玉県警17-7395720 F170683049          

2021/10/11 大宮駅東口 埼玉県警20-204744661 B3J63304            

2021/10/11 大宮駅西口 埼玉県警15-5225620 A15AA74943          

2021/10/11 大宮駅西口 群馬県警30900496 SME033930           

2021/10/11 大宮駅西口 埼玉県警18-8454791 STRBA01939          

2021/10/12 大宮駅東口 埼玉県警08-8495281 FB8A0678            

2021/10/12 大宮駅西口 埼玉県警21-211592346 F20V03198           

2021/10/12 大宮駅西口 埼玉県警13-3582103 SNA123313           

2021/10/12 大宮駅西口 埼玉県警21-212050334 SUI 006573           

2021/10/12 大宮駅西口 栃木県警18-65074 SNH373209           

2021/10/12 宮原駅東口 埼玉県警12-2452625 B2E15986            

2021/10/12 七里駅 不明 C38FF079            

2021/10/14 大宮駅西口 長野県警BS0232 V191122186          

2021/10/14 大宮駅西口 埼玉県警20-203149336 ASY19I 4916          

2021/10/14 東大宮駅東口 埼玉県警17-7061970 VF6K00350           

2021/10/14 新都心駅東口 埼玉県警11-1534222 G56G04597           

2021/10/15 大宮駅西口 埼玉県警19-190032752 G171214389          

2021/10/15 大宮駅西口 神田A-22289 S6F3BI 1390          

2021/10/15 東大宮駅東口 埼玉県警20-201969131 STSKY25434          

2021/10/15 東大宮駅東口 埼玉県警19-194582579 STE047923           

2021/10/15 東大宮駅西口 埼玉県警19-194880960 F81200945           

2021/10/15 東大宮駅西口 埼玉県警17-7401206 S7F221375           

2021/10/15 東大宮駅西口 埼玉県警15-5132988 S4H13534            

2021/10/18 3/6 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/10/15 東大宮駅西口 埼玉県警21-210541845 G200313272          

2021/10/15 東大宮駅西口 埼玉県警21-210080830 A20AH05832          

2021/10/15 東大宮駅西口 埼玉県警17-7400269 S6702207            

2021/10/18 4/6 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/10/11 浦和駅東口 埼玉県警19-190996646 SSL310385           

2021/10/11 浦和駅西口 埼玉県警13-3089007 A12AL32810          

2021/10/11 浦和駅西口 埼玉県警18-8306059 V171138794          

2021/10/11 浦和駅西口 埼玉県警18-8012089 B7F64855            

2021/10/11 浦和駅西口 埼玉県警21-213912240 SVC000616           

2021/10/11 北浦和駅西口 埼玉県警08-8189547 B7L71368            

2021/10/11 北浦和駅西口 埼玉県警18-8543930 F060612840          

2021/10/11 中浦和駅 昭島E-04844 SC904425            

2021/10/11 新都心駅西口 埼玉県警16-6297572 GC6B08081           

2021/10/11 北与野駅 埼玉県警17-7536886 B7E46396            

2021/10/11 北与野駅 埼玉県警21-212356867 SUL032422           

2021/10/11 北与野駅 埼玉県警17-7147413 C6AL4588            

2021/10/11 北与野駅 埼玉県警11-1324284 SLA86163            

2021/10/11 北与野駅 埼玉県警17-7141917 A14I 05061           

2021/10/12 北浦和駅西口 埼玉県警16-6406613 STPFA03371          

2021/10/12 北浦和駅西口 埼玉県警21-210142819 A20AJ26760          

2021/10/14 浦和駅西口 群馬県警30773907 TBI -
2277                

2021/10/14 浦和駅西口 高津25-0413251 B8E66698            

2021/10/14 浦和駅西口 埼玉県警20-200147413 K8EK39024           

2021/10/14 浦和駅西口 埼玉県警19-193859313 WUDD80115621        

2021/10/14 浦和駅西口 埼玉県警19-194226187 V190804429          

2021/10/14 浦和駅西口 埼玉県警20-204400296 F20877847           

2021/10/14 北浦和駅東口 埼玉県警21-211069791 SVB015361           

2021/10/14 北浦和駅東口 埼玉県警17-7018632 U163Y01278          

2021/10/14 北浦和駅東口 埼玉県警19-193342132 STE304784           

2021/10/14 北浦和駅東口 不明 U209003788          
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/10/14 北浦和駅東口 埼玉県警15-5285335 KG4H01445           

2021/10/14 北浦和駅東口 埼玉県警11-1500684 STK6B55916          

2021/10/14 北浦和駅西口 埼玉県警19-192111471 A18ML43526          

2021/10/14 北浦和駅西口 埼玉県警15-5082994 K9AK03728           

2021/10/14 北浦和駅西口 埼玉県警21-211624752 A21AB04545          

2021/10/14 北浦和駅西口 万世橋B-06761 G171205216          

2021/10/14 北浦和駅西口 埼玉県警19-190997073 B8H69401            

2021/10/14 北浦和駅西口 埼玉県警14-4562362 SNL036547           

2021/10/14 北浦和駅西口 埼玉県警17-7214315 A16PL23455          

2021/10/14 北浦和駅西口 埼玉県警16-6318815 A16AD23417          

2021/10/14 北浦和駅西口 埼玉県警19-195040109 STRHF18394          

2021/10/14 与野駅西口 埼玉県警13-3118516 B3D43883            

2021/10/14 与野駅西口 埼玉県警19-191702557 MD17086274          

2021/10/14 与野駅西口 埼玉県警14-4099972 H4E25761            

2021/10/14 与野駅西口 埼玉県警19-190167550 B9A17583            

2021/10/14 北与野駅 埼玉県警11-1193302 SKH18967            

2021/10/15 浦和駅東口 埼玉県警17-7531227 SI QAF01618          

2021/10/15 浦和駅西口 高島平D-75590 B9F52320            

2021/10/15 浦和駅西口 埼玉県警05-5053540 E40514878           

2021/10/15 北浦和駅東口 埼玉県警21-211025379 V200708774          

2021/10/15 南与野駅 埼玉県警14-4067973 B3K05887            

2021/10/15 南与野駅 埼玉県警09-9134096 S8I 43150            
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さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６０２号 

さいたま市通所型短期集中予防サービス事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和３年１０月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市通所型短期集中予防サービス事業業務 

 履行場所 

さいたま市南区外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

契約締結日から令和４年３月２９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 本入札の告示日において、さいたま市から第１号通所事業又は介護予防通所リハビリテーショ

ンの指定を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 

担当 地域支援係 電話 ０４８（８２９）１２５７ 

 交付期間 

告示の日から令和３年１１月５日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
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 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

  ３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和３年１１月８日（月）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月１２日（金）午後１時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１１月１２日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課 

電話 ０４８（８２９）１２５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 

電話 ０４８（８２９）１２５７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

   否 

８ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６０３号

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。

令和３年１０月２２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 届出の概要

 大規模小売店舗の名称及び所在地

 名 称 ステラタウン

 所在地 さいたま市北区宮原町１丁目８５４番地１外３筆、８５３番地１外１３筆

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 名   称 スバル興産株式会社 

代表者氏名 代表取締役 飯田 正巳 

住   所 東京都渋谷区恵比寿１丁目２０番８号 

 変更した事項

（ア）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

代表者の氏名

 （変更前）株式会社ユニクロを含む計７８社 

別表「小売業者一覧表（変更前）」参照（別表省略） 

（変更後）株式会社ユニクロを含む計７５社 

別表「小売業者一覧表（変更後）」参照（別表省略） 

 変更の年月日

（ア）別表「小売業者一覧表（変更前）」及び別表「小売業者一覧表（変更後）」参照（別表

省略）

 変更する理由

（ア）小売業者の退店、新規出店、代表者氏名変更、住所変更、名称変更による。

２ 届出年月日 

 令和３年１０月１８日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 令和３年１０月２２日から令和４年２月２２日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９４４

 大宮区役所区民生活部地域商工室

 住所 さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 

 電話 ０４８（６４６）３０９３

FAX ０４８（６４６）３１５１



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。

 意見書の提出期間

令和３年１０月２２日から令和４年２月２２日まで。

 意見書の提出先

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９４４
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さいたま市告示第１６０４号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月２２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市岩槻区大字真福寺字原１１００番１、１１００番２

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

  （省略）

３ 許可番号

  令 和 ３ 年 ３ 月 １ ０ 日 

  第開‐Ｎ２０２０１３１号

４ 検査済証番号

  令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ １ 日

  第完‐Ｎ２０２０１３１号
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さいたま市告示第１６０５号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月２５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市岩槻区大字本宿字西４８４番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略） 

３ 許可番号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日

第開-Ｎ２０２０１２９号

４ 検査済証番号

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日

第完-Ｎ２０２０１２９号
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さいたま市告示第１６０６号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月２５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市岩槻区大字笹久保新田字井戸田１３番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

  （省略）

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日 

 第開‐Ｎ２０２０１０８号

４ 検査済証番号

 令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日

 第完‐Ｎ２０２０１０８号
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さいたま市告示第１６０７号 

さいたま市の発注する「与野中央公園外周道路築造工事」ほか１６件の一般競争入札について、次

のとおり公告する。 

令和３年１０月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び監

理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし
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た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 
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(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０３－３１６２－１７

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 与野中央公園外周道路築造工事

工事場所 さいたま市中央区鈴谷９丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月２９日まで

概要 延長 380m 路体盛土工一式 掘削工一式 法面整形工一式 作業土工一式 構

造物撤去工一式 アスファルト舗装工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） ４３，４８３，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後１時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区又は大宮区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市都市局都市計画部都市公園課 

電話 ０４８－８２９－１４２２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３５６－９１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 自転車通行環境整備工事（市道１０２３８号線）

工事場所 さいたま市北区宮原町１丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 1340m 区画線設置 1811m 区画線消去 3143m 矢羽根 （溶剤型ペイント

カラー舗装工）21 箇所 （溶融噴射式カラー塗装工）285 箇所 樹脂系すべり止

め舗装工 615 ㎡ 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後２時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 塗装工事業 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３５６－９４

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 自転車通行環境整備工事（市道３２２２３号線外５路線）

工事場所 さいたま市西区大字高木地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 3181m 区画線設置 1873m 区画線消去 6210m 矢羽根 （溶剤型ペイント

カラー舗装工）17 箇所 （溶融噴射式カラー塗装工）596 箇所 樹脂系すべり止

め舗装工 1227 ㎡ 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後２時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 塗装工事業 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３６５－８２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道３０９０号線外）

工事場所 さいたま市岩槻区大字柏崎地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月３１日まで

概要 延長 308.0m 幅員 2.3～6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ字溝（300

型）482m 横断暗渠（300×240）37m 集水桝（□500×深 550）13 基 舗装工 

下層路盤（RC-40、t＝19cm）170 ㎡ 上層路盤（RM-40、t＝15cm）170 ㎡ 表層

（再生密粒度 As、t＝5cm）1436 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後２時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は南区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３６５－８３

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ１０９号線）

工事場所 さいたま市岩槻区西町５丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 393m 幅員 6.8m 舗装工【夜間】 路面切

削（平均切削深さ 5cm）18 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削深さ 12cm、再生粗

粒度 As-20、t＝7cm）2650 ㎡ 表層（再生密粒度 As-20、t＝5cm）2670 ㎡ 付帯

工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後２時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３５６－９５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 歩道整備工事（主要地方道川口上尾線・Ｒ３土呂町工区）

工事場所 さいたま市北区土呂町２丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 137m 土工一式 構造物撤去工一式 擁壁工 37m 舗装工 （歩道）439 ㎡ 

（車道）514 ㎡ 排水構造物工一式 縁石工 337m 防護柵工 37m 道路付属施設

工一式 付帯工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後２時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は緑区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３６５－８５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道５１８９号線外）

工事場所 さいたま市岩槻区大字新方須賀地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 752.2m 幅員 2.4～6.2m 舗装工 表層（再

生密粒度 As-20、t＝5cm）3551 ㎡ 撤去工 舗装版破砕（舗装版厚 15cm 以下）

761 ㎡ 路面切削（平均切削厚 5cm）2790 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後２時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３６５－８７

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道１０９４９号線）

工事場所 さいたま市見沼区東大宮３丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 173.0m 幅員 4.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ形側溝（300×

300）289m 横断暗渠（300×240）2m 集水ます（□500、深 550）2 箇所 切回

し側溝（600 逃げ）3 箇所 舗装工 下層路盤（RC-40、t＝15cm）93 ㎡ 上層路

盤（C-30、t＝10cm）93 ㎡ 表層（透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5cm）

496 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後３時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３６５－８８

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ３市道イワ２１０号線）

工事場所 さいたま市岩槻区大字馬込地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 188.5m 幅員 6.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺Ｕ形側溝（300 型

）386m 舗装工 下層路盤（RC-40）116 ㎡ 上層路盤（RM-40）116 ㎡ 不陸整

正（RM-40、平均 t＝4cm）931 ㎡ 表層（再生密粒度 As、t＝5cm）931 ㎡ 付帯

工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後３時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３６５－８９

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 道路修繕工事（Ｒ３市道１０９２８号線）

工事場所 さいたま市北区本郷町地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 260m 幅員 3.7m～4.2m 道路土工一式 撤

去工 舗装版破砕工（t＝5cm）421 ㎡ 舗装工 上層路盤工（C-30、t＝15cm）

1040 ㎡ 表層工（透水性 As（樹脂・消石灰入）、t＝5cm）1040 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後３時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４４８７－４８

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 鴨川第４２排水区下水道工事（南建－Ｒ３－２００４）

工事場所 さいたま市浦和区常盤６丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 76.0m 管きょ工 開削 （管径 800 ㎜、強化プラスチック複合管）74.3m 

（管径 500 ㎜、硬質塩ビ管）1.7m マンホール工 組立２号マンホール 3 箇所 

組立矩形マンホール 1 箇所 取付管工一式 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後３時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－３１６４－２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 （仮称）三崎広場防火水槽設置外工事

工事場所 さいたま市浦和区大字三崎地内

履行期間 契約確定の日から令和４年２月２８日まで

概要 耐震性防火水槽設置工 防火水槽 本体材料 40  鋼製・縦円筒型 1 基 本体

据付工一式 鉄蓋・水利標識一式 土工一式 園路広場整備工 広場排水整備一

式 仮設工 敷鉄板設置・撤去一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後３時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市都市局都市計画部見沼田圃政策推進室 

電話 ０４８－８２９－１４１３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３５９－２０

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 産業道路天沼工区街路整備工事（Ｒ３－１）

工事場所 さいたま市大宮区天沼町２丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年８月３１日まで

概要 延長 178.1m 地盤改良工 深層混合処理工（φ1300）16 本 高圧噴射攪拌工 

（扇型、延長 4.0m）29 本 （矩形、0.5m×4.0m）8 本 固化版工 65.1 ㎡ 雨水

貯留施設工 プレキャストボックス（□1800×1800）42.0m 鉄筋コンクリート

管（φ1650）72.9m 硬質塩ビ管（VU 管、φ250）46.4m ポリエチレン管(PE

管、φ75）7.4m 箱型人孔 （1000×1000）1 箇所 （2500×1500）2 箇所 （

3000×2000）1 箇所 点検口（φ900）2 箇所 

予定価格（税込） ２５５，０９０，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月１１日（木）午前９時から

令和３年１１月１５日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月１６日（火）午前９時から

令和３年１１月１７日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１８日（木）午後１時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月１５日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。

・本工事は債務負担行為該当案件である。また、本工事における前払金等は契約

日以降に請求できる。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－６４６－３２１２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４３８７－４７

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 芝川第９－１処理分区外下水道工事（北建－Ｒ３－１０１２）

工事場所 さいたま市見沼区大和田町１丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年８月３１日まで

概要 延長 522.4m 管きょ工 開削 （φ200mm、硬質塩ビ管（汚水））423.9m （φ

1350mm、FRPM 管（雨水））98.5m マンホール工 組立 1 号マンホール（汚水）

16 箇所 組立矩形マンホール（2200×2200）（雨水）1 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月１１日（木）午前９時から

令和３年１１月１５日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月１６日（火）午前９時から

令和３年１１月１７日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１８日（木）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月１５日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課

電話 ０４８－６４６－３２６３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－４４５９－２３

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 さいたま鴻巣線バイパス道路改良工事（Ｒ３）

工事場所 さいたま市桜区中島３丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和４年３月２５日まで

概要 延長 340m 幅員 44m 道路土工一式 排水構造物工 277m 安全施設工 355m 撤

去工一式 舗装工 3140 ㎡ 

予定価格（税込） １２８，６６７，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月１１日（木）午前９時から

令和３年１１月１５日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月１６日（火）午前９時から

令和３年１１月１７日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１８日（木）午後２時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月１５日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－８４０－６２１１

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－３２９２－６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 江川土地区画整理事業 調整池排水機場築造工事（Ｒ３）

工事場所 さいたま市岩槻区宮町１丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月２５日まで

概要 土工 鋼管杭（φ800、L＝20.0）12 本 鋼矢板（VL 型、L＝24.5）78 枚 付帯

工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月１１日（木）午前９時から

令和３年１１月１５日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月１６日（火）午前９時から

令和３年１１月１７日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１８日（木）午後２時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は浦和区に、本店を

有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月１５日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 －

工事担当課 さいたま市岩槻区本町３丁目２番５号 

さいたま市都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 

電話 ０４８－７９０－０２３６

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

契約整理番号 ０３－３２７１－９

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 浦和東部第一特定土地区画整理事業 電線共同溝整備工事（Ｒ３）

工事場所 さいたま市緑区大字中野田地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月３１日まで

概要 電線共同溝工事 開削土工一式 電線共同溝工 管路工 （本線）一式 （連

系・引込）一式 プレキャストボックス工 特殊部 4 箇所 分岐桝 6 箇所 仮設

工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月１１日（木）午前９時から

令和３年１１月１５日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月１６日（火）午前９時から

令和３年１１月１７日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１８日（木）午後２時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、北区又は見沼区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月１５日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市緑区大字大門２５６４番地６ 

さいたま市都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所 

電話 ０４８－８７８－５１４０

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第１６０８号 

さいたま市の発注する「歩道整備工事（市道Ａ４３７号線）」の特別簡易型総合評価方式一般競争

入札について、次のとおり公告する。 

令和３年１０月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、

５に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

られた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
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る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、

監理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、新た

な第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなければ、

その者を新たに落札候補者とする。 
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(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の
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翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

９ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 
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(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１０ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１１ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０３－４４５６－３７

入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式）

参加形態 単体企業

工事名 歩道整備工事（市道Ａ４３７号線）

工事場所 さいたま市桜区大字白鍬地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月１１日まで

概要 延長 207m 道路土工一式 舗装工 表層工 （再生密粒 As）75 ㎡ （透水性 As

）128 ㎡ 排水構造物工 自由勾配側溝 77m 集水桝 2 箇所 プレキャストスリ

ット床板 102m 縁石工 198m 構造物撤去工一式 

予定価格（税込） 事後公表

調査基準価格 設定する（失格基準有）

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後１時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（歩道整

備工事（市道Ａ４３７号線））.pdf」ファイルを参照すること。

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案件

である。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課

電話 ０４８－８４０－６２０６

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第１６０９号

さいたま市の発注する「暮らしの道路測量設計業務（市道３１８３７号線外２路線）」の一般競争

入札について、次のとおり公告する。 

令和３年１０月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 
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エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札
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書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０３－４３５６－８６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

業務名 暮らしの道路測量設計業務（市道３１８３７号線外２路線）

業務場所 さいたま市西区大字指扇地内

履行期間 契約確定の日から令和４年３月２２日まで

概要 測量延長 290m 用地測量 0.80ha 路線測量 0.29km 道路詳細設計 0.29km 

予定価格（税込） １０，７８０，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和３年１１月４日（木）午前９時から

令和３年１１月８日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和３年１１月 ９日（火）午前９時から

令和３年１１月１０日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和３年１１月１１日（木）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業務 「建設コンサルタント／道路」及び「測量／測量一般」 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和３年１０月２５日（月）から

質問受付期間 令和３年１０月２５日（月）午前９時から

令和３年１１月 ２日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和３年１１月８日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

免除 前金払 有

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第１６１０号

 さいたま市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

令和３年１０月２５日

さいたま市長 清 水 勇 人



   さいたま市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する告示 

 さいたま市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱（平成１３年さいたま市告示第

４８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 この告示において「重度心身障害者」とは、

 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

第２条 この告示において「重度心身障害者」とは、

 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 ［略］    ［略］ 

 さいたま市の療育手帳制度要綱により交付を

受けた療育手帳（以下「療育手帳」という。）

に障害の程度が 又はＡである旨記載されてい

る者 

 さいたま市の療育手帳制度要綱により交付を

受けた療育手帳に障害の程度が 又はＡである

旨記載されている者 

 ［略］    ［略］ 

 次のアからウまでに掲げる手帳のうちいずれ

か２以上の手帳の交付を受けている者 

  ア 障害の程度が身体障害者福祉法施行規則の

別表第５号に定める３級である旨記載された

身体障害者手帳 

  イ 障害の程度がＢである旨記載された療育手

帳 

  ウ 障害の程度が２級である旨記載された精神

障害者保健福祉手帳 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （助成）  （助成） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 助成の回数は、１年度５４回以内とする。ただ

し、身体障害者手帳３級の下肢又は体幹機能障害

者（第２条第１項第４号に掲げる者を除く。次項

 において同じ。）については、３６回以内とする。

２ 助成の回数は、１年度５４回以内とする。ただ

し、身体障害者手帳３級の下肢又は体幹機能障害

者については、３６回以内とする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

福祉タクシー利用料金助成申請書 福祉タクシー利用料金助成申請書 

 ［略］  ［略］ 



 ［略］ 

資格理由 

（番号を〇

で囲む。） 

１・２ ［略］ 

３ 身体障害者手帳３級 

 （ただし、下肢・体幹機能障

害者に限る。（７に該当する場

合を除く。）） 

４～６ ［略］ 

  ７ 身体障害者手帳３級・療育

手帳Ｂ・精神障害者保健福祉

手帳２級（いずれか２以上の

手帳の交付を受けている者に

限る。） 

 ［略］ 

資格理由 

（番号を〇

で囲む。） 

１・２ ［略］ 

３ 身体障害者手帳３級 

 （ただし、下肢・体幹機能障

害者に限る。） 

４～６ ［略］ 

手帳交付番

号 
   県・市 第    号 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年１１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前のさいたま市福祉タクシー利用料

金助成事業実施要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜

修正の上使用することができる。 



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６１１号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月２６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市西区西大宮三丁目３３番３、３３番４、３３番５、３３番６、３３番７、３３番８、

３３番９

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 第一福岡ビル S館４階
 株式会社 コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭

３ 許可番号

 令 和 ３ 年 １ ０ 月 ４ 日

第変２Ｎ２０２０１１５号

４ 検査済証番号

 令和３年１０月２５日

第完－Ｎ２０２０１１５号
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さいたま市告示第１６１２号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月２６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市桜区大字神田字谷中７５８番１、７５８番３、７５８番４、７５８番５、７５８番６、

７５８番７、７５８番８、７５８番９、７５８番１０、７５８番１１、７５８番１２、７５８

番１３、７５８番１４、７５８番１５

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都西東京市芝久保町四丁目２６番３号

株式会社東栄住宅 代表取締役 佐藤 千尋

３ 許可番号

 令和３年８月１０日

 第 開‐Ｓ２０２１０２５ 号

４ 検査済証番号

 令和３年１０月２５日

 第 完‐Ｓ２０２１０２５ 号
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さいたま市告示第１６１３号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７２条第１項に規定する建築協定に係る公開による意

見の聴取（以下公聴会という。）を行うため、さいたま市建築協定に関する公聴会規則第２条に基づ

き、下記のとおり公告する。

令和３年１０月２６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 対象建築協定

さいたま市三室大古里住宅建築協定

２ 意見の聴取の事由

建築基準法第７２条第１項の規定により、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わ

なければならないため

３ 公聴会開催期日

令和３年１１月１１日（木）午後７時００分から

４ 公聴会開催場所

大古里公民館 一階視聴覚室

さいたま市緑区三室２６１４－２
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さいたま市告示第１６１４号 

 令和３年さいたま市議会９月定例会において認定された決算について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２３３条第６項の規定により、その要領を下記のとおり公表する。

令和３年１０月２６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 認定された決算

①令和２年度さいたま市一般会計歳入歳出決算

②令和２年度さいたま市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

③令和２年度さいたま市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

④令和２年度さいたま市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

⑤令和２年度さいたま市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

⑥令和２年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計歳入歳出決算

⑦令和２年度さいたま市用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

⑧令和２年度さいたま市大宮駅西口都市改造事業特別会計歳入歳出決算

⑨令和２年度さいたま市東浦和第二土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

⑩令和２年度さいたま市浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

⑪令和２年度さいたま市南与野駅西口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

⑫令和２年度さいたま市指扇土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

⑬令和２年度さいたま市江川土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

⑭令和２年度さいたま市大門下野田特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

⑮令和２年度さいたま市公債管理特別会計歳入歳出決算

⑯令和２年度さいたま市水道事業会計決算

⑰令和２年度さいたま市病院事業会計決算

⑱令和２年度さいたま市下水道事業会計決算

２ 公表する場所

①西区役所情報公開コーナー

②北区役所情報公開コーナー

③大宮区役所情報公開コーナー

④見沼区役所情報公開コーナー

⑤中央区役所情報公開コーナー

⑥桜区役所情報公開コーナー

⑦浦和区役所情報公開コーナー

⑧南区役所情報公開コーナー

⑨緑区役所情報公開コーナー

⑩岩槻区役所情報公開コーナー
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さいたま市告示第１６１５号 

「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和 44年法律第 58号）第 13条第１項の規定に基づき、
農業振興地域整備計画の変更を行ったので、同法第 13条第４項で準用する同法第 12条第１項の規
定に基づき公告するとともに、同条第２項の規定により当該計画書を次のとおり縦覧に供する。

令和３年１０月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 農用地利用計画の縦覧場所

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課

２ 農用地利用計画の縦覧期間

  令和３年１０月２７日以降常時備え置いてあります。

３ 連絡先

担当 さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課

電話 ０４８（８２９）１３７７
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さいたま市告示第１６１６号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年１０月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

  差押調書（謄本）

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

  別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。

 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課

 電話 ０４８（６４６）３０４５ 
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さいたま市告示第１６１７号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年１０月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

  充当通知書

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

  別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。

 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課

 電話 ０４８（６４６）３０４５ 
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さいたま市告示第１６１８号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年１０月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

 (１) はり札      ４８４枚 

(２) 立看板        ５個 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市北区本郷町１８７２番地 

４ 連絡先 

(１) 担当 さいたま市 都市局北部都市・公園管理事務所 管理課 都市管理係 

(２) 電話 ０４８（６４６）３１７８ 



名称または種類 数　量
単
位

年　月　日 時　間 年　月　日 時　間

1 見沼区　岩槻区 はり札 41 枚 9月4日
9:00
から
16:00

9月4日 16時00分

2 西区 はり札 50 枚 9月7日
8:30
から
15:30

9月7日 15時30分

3 見沼区　岩槻区 はり札 125 枚 9月11日
9:00
から
16:00

9月11日 16時00分

4 北区 はり札 52 枚 9月14日
8:30
から
15:50

9月14日 15時50分

5 北区 立看板 1 個 9月14日
8:30
から
15:50

9月14日 15時50分

6 大宮区 はり札 55 枚 9月21日
8:30
から
15:30

9月21日 15時30分

7 大宮区 立看板 1 個 9月21日
8:30
から
15:30

9月21日 15時30分

8 見沼区　岩槻区 はり札 87 枚 9月25日
9:00
から
16:00

9月25日 16時00分

9 西区 はり札 50 枚 9月28日
8:30
から
15:30

9月28日 15時30分

10 北区 見沼区 立看板 3 個 9月30日
13:30
から
15:30

9月30日 15時30分

11 大宮区　見沼区 はり札 24 枚 10月12日
13:30
から
16:00

10月12日 16時00分

12

13

14

15

16

はり札 484 枚

立看板 5 個

　合　　計

 広告物及び掲出物件告示リスト
告示年月日　令和3年10月27日

番号 放置されていた場所
保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時

備考
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さいたま市告示第１６１９号

行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号）第９条の規定により、次のとおり告示

する。

令和３年１０月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 住所、居所 不詳

２ 氏名    不詳

３ 本籍    不詳

４ 性別    男性

５ 年齢    60歳くらい

６ 身長    約 169㎝
７ 着衣及び所持品

 上衣 白色長袖ジャンパー、チェック柄長袖シャツ、白色肌着

 下衣 黒色ズボン、ベルト、灰色ボクサーパンツ、黒色靴下

 現金２，０７０円

 腕時計

 手袋

 白色マスク

 手帳

８ 発見状況など

 発見日時 令和３年６月 17日 午前５時 45分ころ

 発見場所 埼玉県さいたま市西区塚本町２丁目 22番地１

      ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場先荒川右岸

 発見状況 発見者は、荒川を挟んで右岸左岸にコースを展開するノーザンカントリークラブ

錦ヶ原ゴルフ場に勤務する渡し船のアルバイト従業員である。荒川右岸の船着き場で船の整備

をしていたところ、荒川の上流から下流に向けてうつ伏せで流される人物の様な物を発見し、

その後、浮遊物が右岸に留まっていたことから発見者が確認したところ、うつ伏せで川面に顔

面をうずめている死体であったことから 110番通報した。

９ 死亡の原因等

 死亡日時 令和３年５月下旬（推定）

 死亡場所 埼玉県さいたま市西区塚本町２丁目 22番地１

ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場先荒川右岸

 死  因 不詳の死

１０ 遺体の処置

   令和３年 10月 22日に火葬に付し、さいたま市見沼区大字大谷６００番地のさいたま市営霊園

思い出の里内「やすらぎの墓」に仮納骨した。

１１ 連絡先

 担当 さいたま市西区役所健康福祉部福祉課

 電話 ０４８（６２０）２６５４
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さいたま市告示第１６２０号 

さいたま市立病院術野画像システム保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和３年１０月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院術野画像システム保守業務 

 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和３年１２月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「医療機器保守点検」又は「電算」

の受注希望業務「システム保守」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 

  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが 

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが 

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 本入札の告示日から過去２年以内に、日本国内にある５００床以上の病院、国（独立行政法人

を含む。）又は地方公共団体から種類及び規模をほぼ同じくする業務を２回以上受注した実績を

有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
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  交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室 

担当 大羽 電話 ０４８（７６７）７１５７ 

  交付期間 

告示の日から令和３年１１月１２日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ

  交付日時 

令和３年１１月１７日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和３年１１月２６日（金）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 ３階会議室１ 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月２６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室  

電話 ０４８（７６７）７１５７ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室及びホームページにおい

て閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６２１号

納税通知書等印字製本封入封緘業務（軽自動車税・令和４年度当初課税分）について、次のとおり

一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１０月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

納税通知書等印字製本封入封緘業務（軽自動車税・令和４年度当初課税分）

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和３年１２月６日から令和４年５月１３日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」及び「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登載さ

れている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

 本入札の告示日を起算日として過去２年の間に、国（独立行政法人を含む。）又は人口３０万

人以上の地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、かつ、これら
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を全て誠実に履行した実績を有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 市民税システム係 電話 ０４８（８２９）１１９８ 

 交付期間

告示の日から令和３年１１月１１日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和３年１１月１６日（火）午前９時から午後４時まで 

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。入札金額は、各業務の単価を予定数量で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載

した内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に
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当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１１月２４日（水）午前１１時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第７会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１１月２４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課

電話 ０４８（８２９）１１９８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

７ 契約手続等

 契約形態

   単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。

 契約保証金

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他
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 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。

 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６２２号

さいたま市個人住民税申告等に係るノート型パーソナルコンピュータ賃貸借について、次のとおり

一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１０月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市個人住民税申告等に係るノート型パーソナルコンピュータ賃貸借

 借入場所

さいたま市中央区下落合５－７－１０外

 数量・特質等

仕様書のとおり

 借入期間

令和４年１月１７日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 市民税システム係 電話 ０４８（８２９）１１９８ 
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 交付期間

告示の日から令和３年１１月１８日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付方法

全て郵送とする。

 交付日

令和３年１１月２４日（水）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１２月１日（水）午前１１時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室

 入札保証金
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１２月１日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課

電話 ０４８（８２９）１１９８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。

 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１６２３号 

さいたま市支出関係書類審査等補助業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。

令和３年１０月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市支出関係書類審査等補助業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市出納室内

 業務概要

入札説明書のとおり

 履行期間

令和４年４月１日から令和７年７月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載されている者であ

ること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 平成２９年以降に、国又は地方公共団体の会計事務において派遣又は委託業務を受託した実績

を有する者であること。

 さいたま市内に、本社又は支社（営業所含む。）を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市出納室審査課 

担当 尾内、塚田 電話 ０４８（８２９）１６０４ 

 交付期間
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告示の日から令和３年１１月１５日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和３年１１月２４日（水）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１２月８日（水）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室

 入札保証金
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１２月８日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市出納室出納課

電話 ０４８（８２９）１５９８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９３

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市出納室審査課

電話 ０４８（８２９）１６０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９３

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 契約条項等は、さいたま市出納室審査課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６２４号 

令和４年度固定資産税・都市計画税納税通知書等印字・製本・封入封緘業務（南部市税事務所所管

分）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１０月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名 

令和４年度固定資産税・都市計画税納税通知書等印字・製本・封入封緘業務（南部市税事務所

所管分） 

 履行場所 

受託者作業場所外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和３年１２月１日から令和４年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」又は業務「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登

載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

 本入札の告示日から過去２年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、履行
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件数が１０万件以上の印字・製本・封入封緘業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する

者であること。 

 本業務について、仕様書の内容を遵守し確実に行うことができる者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

担当 入澤 電話 ０４８（８２９）１５７６ 

 交付期間 

告示の日から令和３年１１月１５日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所

３ に同じ

 交付日時 

   令和３年１１月１９日（金）午前９時から午後４時まで

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 
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総価で行う。入札金額は、各業務の単価を件数で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載した

内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月２６日（金）午前９時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月２６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることはできない。 

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

電話 ０４８（８２９）１５７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 

 契約形態 

   複数単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。 

 契約保証金 

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則
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第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 契約条項等は、さいたま市財政局税務部固定資産税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６２５号 

令和４年度固定資産税・都市計画税納税通知書等印字・製本・封入封緘業務（北部市税事務所所管

分）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１０月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名 

令和４年度固定資産税・都市計画税納税通知書等印字・製本・封入封緘業務（北部市税事務所

所管分） 

 履行場所 

受託者作業場所外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和３年１２月１日から令和４年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」又は業務「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登

載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

 本入札の告示日から過去２年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、履行
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件数が１０万件以上の印字・製本・封入封緘業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する

者であること。 

 本業務について、仕様書の内容を遵守し確実に行うことができる者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

担当 入澤 電話 ０４８（８２９）１５７６ 

 交付期間 

告示の日から令和３年１１月１５日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所

３ に同じ

 交付日時 

   令和３年１１月１９日（金）午前９時から午後４時まで

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 
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総価で行う。入札金額は、各業務の単価を件数で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載した

内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１１月２６日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時 

令和３年１１月２６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることはできない。 

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

電話 ０４８（８２９）１５７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等

 契約形態 

   複数単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。 

 契約保証金 

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則
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第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 契約条項等は、さいたま市財政局税務部固定資産税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６２６号 

さいたま市令和４年度版国民健康保険のしおり作成業務について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。

令和３年１０月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市令和４年度版国民健康保険のしおり作成業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

契約締結の日から令和４年３月１８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「製作等」の受注希望業務「パンフレット等」で登載されている

者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 国（独立行政法人を含む。）又は人口２０万人以上の地方自治体において同種業務の契約を締

結し、履行した実績を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

担当 国保事業係 電話 ０４８（８２９）１２７６ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p076198.html
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 交付期間

告示の日から令和３年１１月１７日（水）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定め

る条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午

後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和３年１１月１９日（金）及び令和３年１１月２２日（月）午前９時から午後４時まで。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１１月２４日（水）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟 1階第６会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年１１月２４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

電話 ０４８（８２９）１２７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。

 この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１６２７号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和３年１０月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

   差押調書（謄本）

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

   （省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。

 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課

 電話 ０４８（６４６）３０４９ 
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さいたま市告示第１６２８号 

さいたま市青少年宇宙科学館で使用する電気について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和３年１０月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名及び数量 

さいたま市青少年宇宙科学館で使用する電気 ９０５，０００キロワット時 

 需要場所 

さいたま市浦和区駒場２－３－４５ 

 業務概要 

  入札説明書及び仕様書のとおり 

 需給期間 

令和４年２月１日から令和６年１月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「その他」内の営業種目「電気」で登載されている者であるこ

と。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと 

とされた者 

 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事

業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者又は小売電気事

業者の電力を媒介、代理、取次をする者であること。 

 １ の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

ア さいたま市浦和区駒場２－３－４５ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科
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学館 

担当 管理係 電話 ０４８（８８１）１５１５ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p067923.html

 交付期間 

告示の日から令和３年１１月１８日（木）まで（３ アにおいては、さいたま市青少年宇宙科

学館条例（平成１３年さいたま市条例第１２５号）第４条に規定する休館日を除く午前９時から

午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ アに同じ

 提出方法 

持参又は郵送 

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年１１月１８日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－００５１ さいたま市浦和区駒場２－３－４５ さいたま市教育委員会事務局生

涯学習部青少年宇宙科学館 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ アに同じ

 交付日時 

令和３年１２月２日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 
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本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。 

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

 入札方法 

ア 初度入札に限り、郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。 

イ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年１２月１０日（金）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

４ イに同じ

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除する。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１２月１４日（火）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区駒場２－３－４５ さいたま市青少年宇宙科学館３階多目的教室１ 

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区駒場２－３－４５ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学

館 

電話 ０４８（８８１）１５１５ ＦＡＸ ０４８（８８２）９７０２ 

８ 契約手続等 

 契約保証金 

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 
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要 

 議決の要否 

否 

９ その他 

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学館及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１６２９号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市中央区円阿弥一丁目４２番１、４３番１、４３番４、４３番５、４４番、４５番

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

さいたま市中央区円阿弥一丁目６－１１

有限会社みのり荘 代表取締役 岩﨑 弘

３ 許可番号

 令和３年１０月１日

 第 変‐Ｓ２０２００９１ 号

４ 検査済証番号

 令和３年１０月２７日

 第 完‐Ｓ２０２００９１ 号



記

数量

国税徴収法第104条の規定により、さいたま市告示第1497号の公売に係る公売財産の最高価

別紙「売却区分番号、公売財産の名称、その
他、公売保証金及び見積価額、数量」のとお
り

399,000 株式会社ジエイエイ

最高価申込者の決定年月日

令和3年11月4日（木）午前10時00分 さいたま市南部市税事務所　納税調査課
注意 最高価申込者が上記公売財産を取得するのは、売却決定をした後、代金を納付したときです。

代金納付期限 令和3年11月4日（木）午後2時30分

公　　売　　財　　産
最高価申込価額（円）

最高価申込者の
売却区分番号 名称その他 氏　　　　　　　　名

さいたま市告示第1630号

不動産等の最高価申込者の決定等の公告
令和3年10月28日

さいたま市長　清水　勇人

      申込者を下記のとおり決定しました。国税徴収法第106条第2項の規定により公告します。

令和3年10月28日

売
却

決
定

日　　　　　時 場　　　　      所



公売保証金 見積価額

（円） （円）

大宮３０２　ひ４０５６
登録年月日／交付年月日　　　　　 平成３１年２月２０日
初度登録年月　　　　　　　　　　　　　 平成２１年４月
自動車の種別　　　　　　　　　　  　　 普通
用途　　　　　　　　　　　　　　　　  　　乗用
自家用・事業用の別　　　　　　　　　 自家用
車体の形状　　　　　　　　 　　　　　　箱型
車名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アウディ
乗車定員　　　　　　　　　　　　　　　　５人
車両重量　　　　　　　　　　　　　　　　１５６０ｋｇ
車両総重量　　　　　　　　　　　　 　　１８３５ｋｇ
車台番号　　　　　　　　　　　　　　　　WAUZZZ8KX9A115460
長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４７０ｃｍ
幅　　　　                                    １８２ｃｍ
高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４６ｃｍ
前前軸重　　　　　　　　　　　　　　　　８８０ｋｇ
後後軸重　　　　　　　　　　　　　　　　６８０ｋｇ
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ABA-8KCDH
原動機の型式　　　　　　　　　　　　　 CDH
総排気量又は定格出力　　　　　　　 １．７９Ｌ
燃料の種類　　　　　　　　　　　　　 　ガソリン

１６１３９
０１１２

有効期間の満了する日　　　　　　　 令和４年７月３０日
以上、登録事項等証明書　現在記録の表示

40,000

自動車登録番号又は車両番号

別紙　売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量

売却区
分番号

公売財産の名称、その他 数量

audiA4アバント

399,000 1

型式指定番号
類別区分番号

南１



（省略）



公売保証金 見積価額

（円） （円）

大宮　３０２　め　１７０６
交付年月日　　　　　 令和３年４月５日
初度検査年月　　　　　　　　　　　　　 平成２０年９月
自動車の種別　　　　　　　　　　  　　 普通
用途　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 乗用
自家用・事業用の別　　　　　　　　　 自家用
車体の形状　　　　　　　　 　　　　　　 ステーションワゴン
車名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トヨタ
乗車定員　　　　　　　　　　　　　　　　 ７人
最大積載量 ー
車両重量　　　　　　　　　　　　　　　　 １９５０ｋｇ
車両総重量　　　　　　　　　　　　 　　 ２３３５ｋｇ
車台番号　　　　　　　　　　　　　　　　 AHR２０－７０２６０５９
長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４８０ｃｍ
幅　　　　                                    １８０ｃｍ
高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １７６ｃｍ
前前軸重　　　　　　　　　　　　　　　　 １１００ｋｇ
後後軸重　　　　　　　　　　　　　　　　 ８５０ｋｇ
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DAA-AHR２０W
原動機の型式　　　　　　　　　　　　　 ２AZ－２JM－２FM
総排気量又は定格出力　　　　　　　 ２．３６Ｌ
燃料の種類　　　　　　　　　　　　　 　 ガソリン

１５３２７
０１６１

有効期間の満了する日　　　　　　　 令和５年４月４日
以上、自動車検査証の表示

別紙　売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量

売却区
分番号

公売財産の名称、その他 数量

トヨタ　エスティマハイブリッド　平成20年式　ブラック　走行距離15万キロ
車両番号

北１

型式指定番号

30,000
1

290,000

類別区分番号

トヨタ　エスティマハイブリッド　平成20年式　ブラック　走行距離15万キロ
1

に取り付けられたドライブレコーダー（KENWOOD社製、黒色、取付位置：フロントガラス内側上部）



さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６３２号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第 55 条

の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり





さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６３３号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定医療機関から変更の届出があったので、生活

保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり





さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６３４号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定医療機関から廃止の届出があったので、生活

保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり





さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６３５号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定に基づき、施術者を指定したので、生活保護法第 55 条の

3及び支援法第 14条第 4項の規定により、次のとおり告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり





さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６３６号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14条第 4項の規定による指定施術者から廃止の届出があったので生活保護法

第 55条の 3及び支援法第 14条第 4項の規定により、次のとおり告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり





さいたま市告示一覧（令和３年１０月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６３７号

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保管理由

 さいたま市自転車等放置防止条例

２ 保管開始年月日

 令和３年１０月２２日

３ 保管場所及び放置箇所

 新開自転車保管所

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域

 吉野原自転車保管所

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車

 大戸自転車保管所

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域

 岩槻自転車保管所

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域

４ 保管自転車

   別紙のとおり

５ 保管台数

計 ８２台

６ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所

 電話 ０４８（６５２）８８１２



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/10/18 東浦和駅 埼玉県警20-204736901 GG0I 63141           

2021/10/18 東浦和駅 不明 LZ9L02109           

2021/10/18 東浦和駅 埼玉県警12-2005592 B1D39776            

2021/10/18 南浦和駅東口 不明 90B51538            

2021/10/18 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8290127 F171083614          

2021/10/18 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7510209 S7E005145           

2021/10/18 西浦和駅 埼玉県警18-8487680 A18AA58616          

2021/10/18 西浦和駅 埼玉県警20-200098781 JMH190701515        

2021/10/19 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6451942 A13AJ88701          

2021/10/19 武蔵浦和駅 埼玉県警20-204090955 S0L123036           

2021/10/21 南浦和駅東口 埼玉県警14-4473880 B4F12111            

2021/10/21 南浦和駅東口 埼玉県警17-7435349 A17AA32366          

2021/10/21 南浦和駅東口 埼玉県警18-8416809 SD18060556          

2021/10/21 南浦和駅西口 埼玉県警13-3398417 B3A71837            

2021/10/21 武蔵浦和駅 大森G-62692 B8043067            

2021/10/22 東浦和駅 埼玉県警16-6263841 A16AA64687          

2021/10/22 南浦和駅東口 不明 LCNK002380          

2021/10/22 武蔵浦和駅 不明 B1K50843            

2021/10/22 武蔵浦和駅 埼玉県警19-192469082 STA319178           

2021/10/22 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8022519 A16AB79636          

2021/10/22 武蔵浦和駅 埼玉県警20-202354890 B0A55094            

2021/10/25 1/5 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/10/18 大宮駅東口 埼玉県警19-190004384 V180902109          

2021/10/18 大宮駅東口 埼玉県警20-200049217 A19AC02146          

2021/10/18 大宮駅東口 埼玉県警12-220721? C19F9548            

2021/10/18 大宮駅東口 埼玉県警20-203149786 STTGF22443          

2021/10/18 大宮駅東口 不明 A16HA03913          

2021/10/18 大宮駅東口 不明 ZY9L018849          

2021/10/18 大宮駅東口 埼玉県警11-1364394 AS11032709          

2021/10/18 大宮駅東口 埼玉県警18-8306624 S7I 115227           

2021/10/18 大宮駅東口 埼玉県警10-0133797 H9B15697            

2021/10/18 大宮駅西口 埼玉県警18-8383617 SLD142006           

2021/10/18 大宮駅西口 埼玉県警17-7290283 A17AD52816          

2021/10/18 大宮駅西口 埼玉県警18-8309509 SSE028888           

2021/10/18 大宮駅西口 埼玉県警20-201697174 F20386832           

2021/10/18 大宮駅西口 代々 木B-46623 S2C18629            

2021/10/18 大宮駅西口 埼玉県警20-201040442 A19MK47755          

2021/10/18 東大宮駅東口 長野県警Z-34691 H6E57606            

2021/10/18 東大宮駅西口 埼玉県警18-8049727 A17AK56364          

2021/10/18 東大宮駅西口 埼玉県警08-8235088 K7J19785            

2021/10/18 日進駅 不明 A66C00116           

2021/10/18 新都心駅東口 埼玉県警20-202056539 STL051433           

2021/10/19 大宮駅西口 埼玉県警20-202762581 SUC057149           

2021/10/19 大宮駅西口 不明 F201633738          

2021/10/19 大宮駅西口 埼玉県警13-3113193 G20G55548           

2021/10/19 大宮駅西口 千住D-84573 S6I 151190           

2021/10/19 大宮駅西口 埼玉県警11-1196642 SKG55252            

2021/10/19 宮原駅東口 埼玉県警18-8000323 B6L26671            

2021/10/25 2/5 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/10/19 大宮公園駅 埼玉県警15-5110462 B4A42685            

2021/10/19 大宮公園駅 埼玉県警18-8285707 SNSC02463           

2021/10/21 大宮駅東口 埼玉県警17-7038989 F160804853          

2021/10/21 大宮駅東口 埼玉県警08-8556405 C87BF164            

2021/10/21 大宮駅西口 埼玉県警21-211874724 STTJF26049          

2021/10/21 東大宮駅東口 埼玉県警14-4251178 GA3L46556           

2021/10/21 東大宮駅西口 埼玉県警19-195452032 STE053448           

2021/10/21 東大宮駅西口 山形県警B-95308 不明 

2021/10/21 今羽駅 埼玉県警15-5550266 S0G360450           

2021/10/22 大宮駅東口 埼玉県警17-7441106 ZD7F09044           

2021/10/25 3/5 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/10/18 浦和駅東口 埼玉県警20-201603889 K7EK17241           

2021/10/18 浦和駅西口 埼玉県警19-194229674 L00K000298          

2021/10/18 北与野駅 埼玉県警14-4410639 SH2M5440            

2021/10/18 北与野駅 埼玉県警10-0335784 K0C14279            

2021/10/18 与野本町駅 埼玉県警19-192844770 A19AB22746          

2021/10/18 与野本町駅 埼玉県警20-201067154 G7H0862             

2021/10/19 浦和駅東口 綾瀬I -55260 A20AL02865          

2021/10/19 北浦和駅東口 埼玉県警16-6535944 YF16090481          

2021/10/19 北浦和駅西口 埼玉県警16-6206804 A14AH40355          

2021/10/19 与野駅西口 埼玉県警20-204837341 SUI 028796           

2021/10/19 南与野駅 埼玉県警21-214470152 SUK026419           

2021/10/21 浦和駅西口 埼玉県警19-192465400 GC9B11780           

2021/10/21 浦和駅西口 埼玉県警20-204115010 SUH326281           

2021/10/21 北浦和駅西口 不明 G140607062          

2021/10/21 中浦和駅 川崎臨港22-0089051 A17AK13973          

2021/10/22 浦和駅東口 埼玉県警20-204570671 V200211193          

2021/10/22 北浦和駅西口 埼玉県警16-6130728 A15AG59772          

2021/10/22 与野駅東口 埼玉県警16-6096893 ZP15JA?2905         

2021/10/22 与野駅東口 埼玉県警19-191272625 T18I 1874            

2021/10/22 中浦和駅 埼玉県警18-8306627 A8B04772            

2021/10/22 南与野駅 埼玉県警15-5117??? V150101448          

2021/10/25 4/5 ページ



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2021/10/19 岩槻駅 埼玉県警09-9562516 YK009080491         

2021/10/19 岩槻駅 埼玉県警17-7143821 F161278133          

2021/10/19 岩槻駅 不明 B3E65181            

2021/10/21 岩槻駅 埼玉県警12-2600623 A12AK44664          

合計： 82台

2021/10/25 5/5 ページ
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さいたま市告示第１６３８号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 神奈川県横浜市都筑区大丸９番１６号

 氏名 株式会社日興タカラコーポレーション

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市大宮区浅間町二丁目１１９番１

 指定の年月日 令和３年１０月２８日

 指定の番号 第北２１－０１５号

 道路の幅員 ４．５０ｍ

 道路の延長 ２１．５７ｍ
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さいたま市告示第１６３９号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市岩槻区大字金重字西３２９番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 （省略）

３ 許可番号

 令和 ３年 ５月２１日

 第開‐Ｎ２０２１０１０号

４ 検査済証番号

 令和 ３年１０月２８日

 第完‐Ｎ２０２１０１０号
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さいたま市告示第１６４０号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により別紙のとおり（別紙省略）公告します。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人
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さいたま市告示第１６４１号 

さいたま市緑区役所で使用する電気について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年１０月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名及び数量 

さいたま市緑区役所で使用する電気 724,000 キロワット時 

 需要場所 

仕様書のとおり 

 業務概要 

  仕様書のとおり 

 需給期間 

 仕様書のとおり 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）の種目「その他」内の営業種目「電気」で登載されている者であるこ

と。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと 

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事

業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者又は小売電気事

業者の電力を媒介、代理、取次をする者であること。 

 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている物でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている物でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

 １ の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。

３ 入札説明書の交付 
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本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

ア さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所区民生活部総務課 

担当 防災・総務係 電話 ０４８（７１２）１１２３ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p084811.html
 交付期間 

告示の日から令和３年１１月１２日（金）まで（３） アにおいては、さいたま市の休日を定

める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から

午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ アに同じ

 提出方法 

持参又は郵送 

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年１１月１２日（金）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３６－８５８７ さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所区民生活部総務課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ アに同じ

 交付日 

令和３年１１月２６日（金）午前９時から午後４時まで。 

 その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
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６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。 

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

 入札方法 

ア 初度入札に限り、郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。 

イ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年１２月１０日（金） 

イ 送付先 

４ イに同じ

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除する。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年１２月１４日（火）午前１０時００分 

イ 場所 

 〒３３６－８５８７ さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所１階１Ａ会議室 

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所区民生活部総務課 

電話 ０４８（７１２）１１２３ ＦＡＸ ０４８（７１２）１２７０ 

 業務を担当する課 

さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所区民生活部総務課 

電話 ０４８（７１２）１１２３ ＦＡＸ ０４８（７１２）１２７０ 

８ 契約手続等 

 契約保証金 
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落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

９ その他 

 契約条項等は、さいたま市緑区役所区民生活部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１６４２号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定による道路の指定をしたの

で、次のとおり告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定を受けた者 

 事業名 さいたま都市計画事業東浦和第二土地区画整理事業 

 施行者 さいたま市 

２ 指定した道路の概要 

 ①名称 区６－２５号線 

②幅員 ６ｍ 

③延長 １１．９４４ｍ

 ①名称 区６－２６号線 

②幅員 ６ｍ 

③延長 ５．０００ｍ

３ 道路の指定場所

・ 次の表のとおり

土地の表示

区名 大字・町名 字・丁目 地番

緑区 中尾 緑島 ２６５１番 一部

緑区 中尾 緑島 ２６５２番１ 一部

緑区 中尾 緑島 ２６５２番２ 一部

緑区 中尾 緑島 ２６５２番３ 一部

南区 大谷口 細野東 ３１６０番９ 一部

南区 大谷口 細野東 ３１６０番１４ 一部
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さいたま市告示第１６４３号

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定による道路の指定をしたの

で、次のとおり告示する。

令和３年１０月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定を受けた者 

 事業名 さいたま都市計画事業東浦和第二土地区画整理事業 

 施行者 さいたま市 

２ 指定した道路の概要 

 ①名称 都３．５．７３中尾３号線 

②幅員 １３．０ｍ 

③延長 ２５．９０７ｍ

３ 道路の指定場所

・ 次の表のとおり

土地の表示

区名 大字・町名 字・丁目 地番

緑区 中尾 中丸 １７２８番１ 一部

緑区 中尾 中丸 １７２８番３ 一部

緑区 中尾 中丸 １７２８番４ 全部

緑区 中尾 中丸 １７２９番１ 一部

緑区 中尾 中丸 １７２９番１－ｂ 一部

緑区 中尾 中丸 １９５２番１ 一部


